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研究成果の概要（和文）：国際私法に対して人権規範が及ぼす影響について、国際裁判管轄、準拠法選択、外国
判決の承認執行という、広義の国際私法全体を対象として包括的検討を行った。
特に、外国で成立した法律関係であるが、法廷地の国際私法ルールによればその成立が認められないものを、そ
の成立を拒絶すると、人権規範違反となるために、その「承認」が求められるのではないか、という問題を検討
し、この現象を理解するための1つの視角として、外国で生じた事象を法廷地国際私法に照らして評価するとい
う双方主義的国際私法の原則に対する例外が求められれているのではないか、という見方を提示した。

研究成果の概要（英文）：This research is a comprehensive one about the influence of human rights 
norms on private international law, i.e. judicial jurisdiction, applicable law and  recognition and 
enforcement of foreign judgments.
We focused on a special circumstances where there is a legal relationship established in a foreign 
country, but the forum state refuses to recognize this relationship according to its private private
 law and this non-recognition becomes a violation of human rights norms. As a viewpoint to 
understand this phenomenon, we  suggest that this is an exception to the principle of our private 
international law that evaluates events occurring in foreign countries in light of the private 
private law of the forum.

研究分野： 国際私法

キーワード： 外国判決の承認　欧州人権条約　EU法　状況の承認　一方主義　人権　普遍主義　双方主義
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
(1) 従来の議論 
 渉外的法律関係から生じる、純粋の国内的
法律関係とは異なる特別問題を規律する国
際私法について、第 2 次世界大戦後の早い時
期から、人権規範との関係に関して内外諸国
で活発な議論がされてきた。例えば、婚姻の
効力について夫の本国法を準拠法とする抵
触規則（準拠法選択規則）が、両性平等とい
う憲法の保障する人権に違反するのではな
いかという議論が古典的なものである（溜池
良夫「国際私法と両性平等」民商法雑誌 37
巻 2 号（1958 年）参照）。また、準拠外国法
が、法廷地国の憲法上の基本的人権または法
廷地国が当事国である国際人権条約の保障
する人権に違反するときに、どのように処理
すべきか、具体的には、国際私法上の公序を
通じてか、あるいは人権規範の直接適用によ
ってか、という議論がある（ドイツ憲法裁判
所のスペイン人事件判決（1971 年。丸岡松
雄『スペイン人事件―ドイツ連邦憲法裁判所
決定』（1998 年）参照）や、欧州人権条約と
の関係での各国裁判例。後者について、西谷
祐子「国際私法における公序と人権」国際法
外交雑誌 108 巻 2 号（2009 年）参照）。 
(2) 新たな動き 
 しかし、最近では上記のような従来からの
議論とは異なる、国際私法と人権規範の関係
も問題となっている。例えば、欧州人権裁判
所の 2007 年 Wagner 事件（No. 76240/01）
判決においては、本来なら法廷地で承認され
ない外国養子決定が、欧州人権条約が保障す
る「家族生活の尊重を受ける権利」の保護の
ために、「承認」が求められた。 
 このほかにも、国際裁判管轄と外国判決の
承認執行という手続面に目を向けると、例え
ば、判決国との間に条約がない限り外国判決
を承認しないという国内法にもかかわらず、
欧州人権条約 6 条 1 項の公正な裁判を受ける
権利をも根拠にして、外国判決を承認してい
こうというロシア裁判所の裁判例など、新た
な動向が存在する。 
(3) 再検討の必要性 
 このような動向を考慮すると、従来のわが
国での議論には不十分な点が感じられた。ま
ず、議論の重点を準拠法選択（狭義の国際私
法）に置きすぎている。これに関連して、準
拠法選択と外国判決の承認との間には、外国
法規範を法廷地法秩序へ受容するための制
度という共通点があるのにそれが軽視され
ており、この点を十分考慮した検討がされて
いない（例えば、法廷地の抵触規則が指定し
た準拠外国法が、法廷地国における人権規範
に違反するときの処理という上記問題は、承
認対象である外国判決の人権規範違反の場
合の処理にも共通するであろう）。次に、従
来は、人権規範の国際私法への影響に重点が
置かれており、確かに重要ではあるが、他方
では、グローバル・ガヴァナンスの一手段と
しての国際私法という側面（横溝大「抵触法

と国際法との関係に関する新たな動向―抵
触法と国際法との合流について」法律時報
2013 年 10 月号など参照）から、両者の相互
作用、国際私法からの人権規範への働きかけ
もしくは人権保障の局面において国際私法
の果たす機能・役割という面も検討対象とす
べきであろうと考えた。 
 
２．研究の目的 
 私は、本研究前から一貫して、ヨーロッパ
の動向に着目しながら、渉外的法律関係の規
律手段である（広義の）国際私法における方
法論の観点に重点を置いて、研究を進めてき
た。具体的には、EU 市民権が外国で取得さ
れた氏名の「承認」を求めるという欧州司法
裁判所の裁判例、同性カップルの登録パート
ナーシップや同性婚などという新たな法的
制度の国際私法上の規律、外国での代理出産
から生まれた子の親子関係などである。 
 本研究ではこの視点を維持しつつも、国際
私法と人権規範の相互作用という視点を設
定しつつ、重点をヨーロッパの近時の動向自
体に置いてその包括的な再検討を目的とし
た。このために、広義の国際私法全般にわた
り、人権規範との関係を検討して問題の再定
位を目指すものである。より詳しく敷衍する
と次のようになる。 
 国際私法に対して人権規範が及ぼす影響
について、抵触規則の両性平等原則違反性や、
準拠外国法の人権規範違反の場合の処理な
どの、従来からの研究に加えて最近では、と
くにヨーロッパにおいて、欧州人権裁判所の
裁判例や、法的拘束力を有するに至った EU
基本権憲章により、新たな議論の展開がある。
本研究ではこのような動向を受けて、第 1 に、
国際裁判管轄、準拠法選択、外国判決の承認
執行という、広義の国際私法全体を対象とし
て包括的検討を行い、第 2 に、人権規範から
国際私法への影響という一方通行ではなく
国際私法と人権規範の相互作用も視野に入
れて再検討を加えることにより、内国におけ
る私法秩序の構成要素でありつつも、外国法
秩序との接点でもある国際私法の機能・位置
づけについて、新たな視点を提示することを
目的とするものである。 
 
３．研究の方法 
 本研究においては，国際私法と人権規範の
相互関係に関する個別テーマの検討という
各論部分が基本となるが、それを統合する役
割を担う総論部分を適宜確認しながら進め
ていくという方法を採用した。 
 本研究は応募者単独でなされるものであ
ったので、このための研究手法は次のような、
伝統的な法律学の研究手法による地道な方
法を採用した。第 1に、ヨーロッパを中心と
する諸外国における関連する立法・学説・裁
判例について比較法的調査分析を行った。第
2 に、わが国における従来の判例・学説を渉
猟し分析を行った。以上について、主として



文献に基づく検討を行った。以上の検討を元
に、国際私法、国際人権法、EU 法に関して、
関西国際私法研究会などの研究会の場に参
加して適宜報告も行い、得られた意見をフィ
ードバックしてさらに検討をブラッシュア
ップしていった。 
 
４．研究成果 
(1) 主たる成果 
 国際私法と人権規範の関係として従来論
じられてきた諸問題が、国際私法のどの局面
に位置付けられる問題であるかを確認する
と次のようになる。 
 まず国際裁判管轄は、国際民事紛争をいず
れの国で審理・裁判するか、より具体的には、
提訴された訴えについて法廷地国が受理し
て審理・裁判すべきか、という問題である。
したがって、人権の及ぼす影響としては、国
際裁判管轄に関する法廷地国のルールの内
容が、公正な裁判を受ける権利などの人権規
範に照らして問題はないかという議論が挙
げられよう。 
 これに対して、準拠法選択と外国判決の承
認執行は、人権の及ぼす影響という観点にお
いて、一定の共通点、連続性があることに注
意すべきである。確かに、両者の関係につい
ては、その区別、使い分けが次のように強調
されている。抽象的・仮定的な法規範である
準則（régle）が問題となっている場合には、
問題となっている各国の準則からいずれか
を準拠法として選ぶという、準拠法選択の手
法を用いるべきであるのに対して、外国にお
いてすでに、判決のような具体的・断定的な
決定（décision）がなされている場合には、
それを承認するか否かという、承認の手法を
用いるべきである。このような、それぞれの
手法の用いられる場面の区別は、フランスで
Mayer により主張された。この見解は大きな
影響をフランスの学説・判例に及ぼし、今日
では一般的に受け入れられるに至ったのみ
ならず、わが国においても有力になっている。
しかし、両者の手法の違いと同時に、共通点
もこの議論からは明らかになる。つまり、準
拠法選択の対象となる抽象的・仮定的な法規
範である準則であれ、外国判決の承認の対象
となる具体的・断定的な決定であれ、いずれ
も法廷地国のものではない外国の法規範で
あり、問題となっている事象について法廷地
国において法的評価を行う際に用いる外国
の法規範を法廷地国に受け入れる制度とい
う点では、両者は共通している。 
 このように準拠法選択と外国判決の承認
執行を捉えると、これらの問題に人権が及ぼ
す影響は、2つに分けることができる。 
 第 1に、法廷地の準拠法選択又は外国判決
の承認執行に関するルールの内容自体が、法
廷地で妥当する人権規範により保障される
人権を侵害するものではないかというもの
である。婚姻の効力について夫の国籍を連結
点として夫の本国法を準拠法としている法

廷地の抵触規則（準拠法選択規則）などが、
両性平等という憲法の保障する人権に照ら
して問題があるのではないかという議論が、
古典的なこの例である。 
 第 2に、準拠法選択又は外国判決の承認の
手法により法廷地に受け入れられる外国の
法規範が、法廷地国で妥当する人権規範によ
り保障される人権を侵害するために排除さ
れるべきではないかというものである。準拠
法選択においては、人権規範の保障する人権
に違反するときに、国際私法上の公序を通じ
て処理されるのか、それとも人権規範の直接
適用により処理されるのか、議論されてい
る 。また外国判決の承認においては、準拠
法選択と同様に、承認が問題となっている外
国判決の内容が人権を侵害するおそれがあ
る場合のほかに、外国判決の成立手続が、法
廷地で保障されている、公正な裁判を受ける
権利のような手続的な人権を侵害するおそ
れがある場合に当該外国判決を承認しない
ことが求められるのではないかという問題
が付け加わる。ただし、この第 2の議論も第
1 の議論と全く無関係というわけではない。
なぜなら、人権規範が適用排除又は不承認を
要求するような外国の法規範（外国法又は外
国判決）を、にもかかわらず法廷地の抵触規
則・外国判決承認ルールが適用排除又は不承
認をしないとすれば、そのことが法廷地の抵
触規則・外国判決承認ルール自体の人権規範
違反をもたらしうるからである。 
 以上の諸問題に対して、下記「５．主な発
表論文等」の〔図書〕① 山本克己＝笠井正
俊＝山田文編、弘文堂、民事手続法の現代的
課題と理論的解明、2017 年、882（中西康、
外国判決を承認する義務？―国際私法に対
する人権の影響の一側面、425-445 頁を分担
執筆）において検討した問題は、法廷地の外
国判決承認ルールによれば本来承認されな
いはずの外国判決であっても、それを承認拒
絶すると人権規範の保障する人権に対する
侵害となるために、その承認を人権規範が要
求するのではないか、つまり、一定の場合に
人権規範の要求により、外国判決を承認する
義務が生じるか、という問題であった。この
ような問題は、2007 年の Wagner 事件欧州人
権裁判所判決をきっかけに議論されるよう
になり、その後も同様の問題が同裁判所の裁
判例で問題となっている。そこでは、欧州人
権条約 8条が根拠とされている。 
 ここでは、欧州人権裁判所の 3つの判決を
取り上げて検討した。 
 まず、2007 年の Wagner 事件判決は、外国
判決の承認拒絶を欧州人権条約が問題とし
たとして、国際私法と人権の関係から、学界
の活発な議論を巻き起こす発端となった。同
判決では、外国判決を承認しないことが欧州
人権条約の保障する人権への干渉となりう
ることを認めたのみならず、この干渉が正当
化できるかについても具体的判断を示した。
結論としてもルクセンブルクによる外国判



決の不承認が条約違反とされた。 
 同事件では、ペルー裁判所による養子縁組
決定が、ルクセンブルクにおいて承認される
かが問題となった。ルクセンブルク人の独身
女性であるワグナー（Wagner）は、ペルーで
1996 年 11 月に当時 3 歳の孤児を、実親との
関係が断絶する完全養子とする決定をペル
ーの裁判所から得た。ところが、ルクセンブ
ルクの身分登録簿に記載するためにも外国
養子決定について事前に執行許可が必要と
なった。そこでワグナーは執行許可を求める
訴えをルクセンブルクの裁判所に提起した
が、当時のルクセンブルクでは、いわゆる準
拠法要件、すなわち、承認国の抵触規則の指
定する準拠法を判決国裁判所が適用したこ
とも、外国判決の承認要件の 1 つであった。
本件でルクセンブルク民法 370条 2項によれ
ば養親の本国法であるルクセンブルク法が
準拠法となり、この要件が満たされないため、
本件ペルー養子決定には執行許可が拒絶、す
なわち承認が拒絶された。そこで、ワグナー
と養子はルクセンブルクを欧州人権裁判所
に提訴し、欧州人権条約違反であるかが争わ
れた。 
 判決は、申立人らには、家族関係が事実上
存在しているとして、8 条が適用されるとし
た上で、ペルー養子決定のルクセンブルクに
よる承認拒絶は、申立人らの家族生活の尊重
についての権利への干渉となることを認め
る。そこで次に、それが正当化できないかを
審査した。 
 ルクセンブルクによる承認拒絶は、子の
「健康及び道徳」ならびに「権利及び自由」
を保護するためであるとして、目的の正当性
は認めたものの、目的達成のための、締約国
の措置の必要性は否定された。結論として、
8条違反であるとした。 
 次いで、2011 年の Négrépontis-Giannisis
事件判決においても、外国における養子縁組
裁判の不承認が条約 8条違反とされた。この
判決では、Wagner 事件判決の判断が確認され、
さらに明確にされた。 
 ギリシャ人の修道士の Négrépontis氏（以
下「N 氏」と略称する）は、アメリカのデト
ロイトのギリシャ正教会の主教であった。そ
の甥である本件申立人は、1981 年からアメリ
カで大学生活を送り、その間アメリカの N氏
の自宅で生活していた。そこで、1984 年に N
氏は申立人を養子とすることを米国裁判所
に申立て、同年 6月に養子決定が裁判所によ
りなされて養子縁組は成立した。1998 年に N
氏が亡くなった後、その兄弟姉妹と申立人と
の間で相続に関する争いが生じ、アメリカ裁
判所での養子決定の承認がギリシャで問題
となった。ギリシャ破毀院は賛成 16 名、反
対 8名で、修道士ないし主教によりなされた
養子縁組を認める外国判決はギリシャの公
序に反するとして、承認を拒絶する判断を示
した。このギリシャ破毀院の判決を受けて、
申立人はギリシャを欧州人権裁判所に提訴

したところ、人権裁判所は、条約 8条違反と
の判決を下した。 
 まず、N 氏と申立人の関係には養親と養子
としての家族生活の現実が認められるので、
アメリカの養子縁組裁判の不承認は、8 条の
定める私生活及び家族生活の尊重について
の権利への干渉を構成する。 
 次に、この干渉が正当化できないかを検討
するところ、承認拒絶はギリシャ民訴法 780
条等に基づきギリシャの公序違反を理由と
するもので、正当な目的のためということは
認める。 
 しかし、ギリシャの措置の必要性について
は、否定した。ギリシャによる、申立人の養
子縁組の承認拒絶は、やむを得ない社会的必
要に基づくものと言えず、したがって追求さ
れる目的との比例性を欠く。したがって、正
当化は認められず、8条違反とされた。 
 その後、2014 年の Mennesson 事件判決と
Labassée事件判決では、フランスに対して 8
条違反との判断が示された。両事件とも、代
理出産を禁止しているフランスが、米国で代
理母から生まれた子と依頼親との親子関係
を認める米国判決の承認を拒絶した事例で
あり、わが国の最決平成 19 年 3月 23 日（民
集 61 巻 2号 619 頁）の事例と類似する。 
 Mennesson 事件の方は、フランス人の
Mennesson 夫妻（夫を X1、妻を X2 とする）
は、代理出産が認められているカリフォルニ
ア州において、代理母と代理懐胎契約を締結
し、X1 の精子と匿名ドナーの卵子からなる受
精卵を Aは懐胎した。カリフォルニア州の裁
判所は、X1X2 夫妻並びに代理母 A及びその夫
の申立てに基づき、生まれてくる子（X3 と
X4）について X1 が遺伝上の父、X2 が法律上
の母と確認し、出生証書に X1X2 を父母と記
載するように命じる判決を下した。このカリ
フォルニア州判決のフランスにおける承認
が問題となったが、2011 年の破毀院判決は、
フランスの公序違反を理由にカリフォルニ
ア州判決の承認を拒絶した。この判決を受け
て、X らはフランスを欧州人権裁判所に提訴
した。人権裁判所は条約 8条について、X1 か
ら X4 の家族生活の尊重についての権利の違
反ではないが、X3 と X4 の私生活の尊重につ
いての権利違反であるとの判決を下した。 
 まず 8条の認める権利への干渉となるとし
た上で、正当化審査を行った。そこでは、目
的の正当性は認める。 
 比例性判断においては、家族生活の尊重に
ついての権利に関しては、正当化が認められ
た。これに対して子 X3・X4 の私生活の尊重
についての権利に関しては、各人が、その人
間としてのアイデンティティの詳細を確立
できることが求められて、アイデンティティ
の要素としての遺伝上の親子関係の重要性
に鑑みると、生物学上の現実として証明され
るにもかかわらず、子からこの種の法律関係
を奪うことは子の利益と適合せず、子 X3・X4
と、遺伝上の父である X1 との関係につき、



認知、養子縁組も認めずに、子らの遺伝上の
父との親子関係の承認も確立も国内法にお
いて認めないことは、締約国に認められてい
る評価の余地を越えていて、正当化を否定し、
8 条の私生活の尊重を受ける権利の違反であ
ると判断した。 
 以上の裁判例においては、身分関係を「成
立」させる外国判決を、承認国（法廷地国）
が、その外国判決承認制度に照らして、承認
を拒絶することに対して、人権規範―具体的
には欧州人権条約8条―からの審査がなされ
ている。その審査枠組は、保護されている権
利への干渉の有無を確認し、干渉があるとす
れば、次にその正当化の可否を審査するとい
うもので、通例の枠組に沿っている。また判
断の中心は、正当化、とりわけ、国家による
措置の必要性という比例性判断となってい
る。 
 ところで、Wagner 事件判決が示した、この
ような人権規範からの審査又は要求を、人権
規範という、（広義の）国際私法外部からの、
国際私法―ここでは外国判決の承認制度―
への不当な介入、挑戦であると反発する有力
な見解がある。しかしながら、これらの判決
は、外国で当該外国法上成立した家族関係の、
内国における無条件かつ一般的な承認、とい
うような硬直的なルールを採用することを
要求しているわけではない 。 
 これらの判決の8条違反に関する審査を見
ると、まず、人権規範の保護している権利へ
の干渉があったかが問題とされる。内国にお
ける禁止を、法律回避的、脱法的に免れるた
めに外国に赴いて家族関係をそこで「成立」
させたような当事者の行為の場合、より一般
的に表現すれば、当事者の正当な期待が存在
しなければ、そもそも、保護すべき権利に当
たらないとして干渉がないとされる可能性
もあった。もっとも、Mennesson/Labassée事
件判決では、まさにそのような法律回避的な
行動をしている場合でも、8 条の権利への干
渉自体は認定された。 
 とはいえ、不承認が一応干渉に当たるとし
ても、次の段階として、正当化の余地が残さ
れている。この段階において、上記の 3つの
裁判例いずれでも締約国の措置の目的の正
当性は肯定されており、目的との関係での措
置の必要性という比例性判断が天王山とな
っている。最初の 2 判決と、最後の
Mennesson/Labassée 事件判決とでは、（家族
生活の尊重を受ける権利に関しては）この比
例性判断が分かれたが、それは、当該問題に
ついての条約締約諸国の態度の一致の有無
などに左右される、被告である締約国の評価
の余地の幅の大きさが、大きな影響を及ぼし
ていたと考えられる。いずれにせよ、一律の
承認義務は求められていない。 
 これらの事例において、身分関係を「成立」
させる外国判決を承認国（法廷地国）が承認
を拒絶することに対して、人権規範が承認を
求めているのかを考えてきたが、外国判決の

承認と準拠法選択には、外国の法規範を内国
に受け入れて外国で生じた事象を評価する
のに用いる手法であるという共通点がある
ので、外国での身分関係の成立が判決による
ものでなくても、その関係を法廷地国が認め
ないことが欧州人権条約8条のような実体的
人権の侵害が問題とされる場合があり得よ
う。すなわち、外国では「成立」した（とさ
れる）身分関係を、法廷地国が、その抵触規
則（狭義の国際私法）に照らして評価すれば、
成立していないと判断して認めないことも、
欧州人権条約8条の私生活及び家族生活の尊
重についての権利の侵害となる可能性は同
様にある。 
 また、欧州人権条約に限らず、法廷地の国
際私法（準拠法選択及び外国判決の承認）に
対して、国際私法の外部の規範が一定の制約
を課すという現象は他にもある。その例とし
て例えば、EU法の影響を挙げることができる。 
 欧州司法裁判所の、氏名と EU 市民権に関
する一連の裁判例がある（2008 年の Grunkin 
and Paul 事件先決裁定など）。そこでも、欧
州人権裁判所の事例と同様に、承認拒絶が EU
法の観点から問題とされ、かつ、正当化の判
断の際に承認拒絶が正当と認められる場合
もあり、一律に承認することが求められてい
るわけではない。 
 以上のような現象は、欧州、とりわけフラ
ンスを中心にして、準拠法選択と外国判決の
承認とは別の、「状況の承認」という第三の
手法ではないかと、活発な議論がされ始めて
いる。この現象を理解するための 1つの視角
として、事象を法廷地国際私法に照らして評
価する原則への例外という見方がある。すな
わち、渉外性を有する事案について法的評価
をする際に古典的・伝統的にとられる双方主
義では、各国は自国の国際私法に照らして―
抵触規則により準拠法を選択してそれを適
用することによってであれ、外国判決の承認
執行ルールにより外国判決を承認してその
判断を前提とすることによってであれ―、事
象を評価するのが原則である。ところが、上
記の事例では、外国において当該外国から見
れば「成立」していると考えられる法律関係
があるが、これを法廷地の広義の国際私法に
照らして評価すると、そうは認められない。
このようなことが生じるのは、民法等の実質
法のみならず国際私法も各国毎に相違して
いるという現実があるからであるが、はたし
て、法廷地国の国際私法に照らして評価する
というこの原則を常に貫徹することでよい
のか。とりわけわが国では、普遍主義的国際
私法観が強く、そのような普遍的で、あるべ
き国際私法に照らして評価された結果、わが
国で認められなくても仕方がないと考える
ためか、原則に例外を設けることには消極的
であると思われる。しかし、当該身分関係に
関与する個人の保護を考えると、場合によっ
てはこの原則に例外を設けて、法廷地の（広
義の）国際私法が席を譲るべきではないのか。



換言すれば、ある外国の見方を貫徹させるこ
とが例外的に認められないか、いわば一方主
義による例外の余地はあり得ないのか。これ
らの現象により、このような問題提起がなさ
れているのではなかろうか。 
(2) 派生的・付随的成果 
 本研究での検討を進めていくうちに、いく
つかの派生的な成果も得られた。 
 まず、2014 年にわが国が加盟したことで社
会的にも関心を集めている、国際的な子の奪
取の民事上の側面に関する 1980 年のハーグ
条約（以下では「ハーグ条約」）と、欧州人
権条約などの人権規範との関係を、欧州司法
裁判所と欧州人権裁判所の関連裁判例を素
材として検討を進めたが、EUにおいては2003
年の新ブリュッセル II 規則において、ハー
グ条約の仕組みを EU 内において補足・強化
するための仕組みを導入しているところで
あるが、他方でこのような仕組みが欧州人権
条約との関係から問題が生じる余地がある。
これに関連して、ハーグ条約へのロシアなど
の第三国の加入に対して同意する排他的権
限が EU にあるとした、欧州司法裁判所の裁
判所意見は、リスボン条約後の EU の黙示的
対外権限に関する初めての裁判所の判断で
あり、これについての検討を行った。 
 また、競争法のような国際的な強行法規が
問題となっている紛争における国際裁判管
轄の判断、とりわけ管轄合意や仲裁合意に及
ぼす影響に関する問題を検討した。これは、
人権規範自体が問題となっている事例では
ないが、高度の強行性を有する規範が問題と
なっているという点では類似性を有すると
いう意味で、人権規範の国際裁判管轄に対す
る影響という問題を考える際に有益であっ
た。EU 競争法の私的エンフォースメントの促
進という観点から、欧州司法裁判所 2015 年
先決裁定につき、主観的併合、不法行為地管
轄、合意管轄ぞれぞれの問題点について検討
を行った。とくに、国際的な強行法規が問題
となる場合の合意管轄の有効性については、
わが国でも近時、東京地判平成 28 年 10 月 6
日判決などの事例が生じていて、今後活発な
議論が展開されることが予想されるが、その
際に比較参照される EU の事例であると思わ
れた。 
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